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っ
た
場
合
に
、
そ
の
判
断
が
憲
法
違

反
・
法
律
違
反
に
な
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
、こ
の
最
高
裁
判
決
は
、厚

労
大
臣
が
保
護
基
準
を
変
更
す
る
際

に
は
、
高
度
に
専
門
性
が
求
め
ら
れ

る
調
査
や
統
計
の
分
析
に
つ
い
て
、

厚
労
大
臣
が
専
門
家
の
意
見
を
聞
い

て
尊
重
を
し
た
の
か
、
統
計
な
ど
の

客
観
的
な
デ
ー
タ
と
の
整
合
性
が
と

れ
て
い
る
か
な
ど
を
審
査
す
る
べ
き

と
し
た
。
生
活
保
護
基
準
を
変
更
す

る
た
め
の
事
実
調
査
や
そ
の
重
要
性

の
判
断
に
は
、
様
々
な
調
査
や
統
計

の
分
析
が
必
要
と
さ
れ
、
高
度
な
専

門
性
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
専
門
家
の
意
見
を
尊
重

せ
ず
に
保
護
基
準
を
変
更
し
た
場
合

や
、
統
計
な
ど
の
客
観
的
な
デ
ー
タ

と
整
合
し
て
い
な
い
場
合
（
物
価
が

下
落
し
て
い
な
い
と
い
う
統
計
デ
ー

タ
が
出
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
物
価
下
落
を
理
由
に
基
準
を
下

げ
た
場
合
な
ど
）、
裁
判
所
は
、
厚

労
大
臣
の
判
断
の
過
程
に
問
題
が
あ

り
、
保
護
基
準
の
変
更
が
憲
法
違
反

・
法
律
違
反
と
す
る
。

今
回
の
引
き
下
げ
の
問
題

　

今
回
、
厚
労
大
臣
が
「
ゆ
が
み
調

整
」
及
び
「
デ
フ
レ
調
整
」
と
い
う

名
目
で
生
活
保
護
基
準
を
変
更
し
た

こ
と
は
憲
法
や
法
律
に
違
反
す
る
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
ゆ
が
み
調

整
」
は
専
門
家
会
議
で
あ
る
生
活
保

護
基
準
部
会
の
提
言
に
沿
っ
て
お
ら

ず
、「
デ
フ
レ
調
整
」
に
関
し
て
は

生
活
保
護
基
準
部
会
で
は
検
討
す
ら

さ
れ
て
い
な
い
上
、
厚
労
大
臣
が
デ

フ
レ
の
根
拠
と
し
た
物
価
下
落
率
は

政
府
の
公
式
統
計
を
扱
う
総
務
省
統

計
局
の
デ
ー
タ
と
整
合
性
が
取
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

次
回
以
降
、
こ
れ
ら
「
ゆ
が
み
調

整
」
と
「
デ
フ
レ
調
整
」
に
つ
い
て

詳
し
く
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 

　

（
つ
づ
く
）

 

（
弁
護
士
・
冨
田
真
平
）

　

生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
が
憲

法
や
法
律
に
違
反
す
る
か
に
つ
い

て
、
裁
判
所
は
ど
う
や
っ
て
審
査
す

る
の
か
。

判
断
の
過
程
を
審
査

　

参
考
に
な
る
の
が
、
生
活
扶
助
の

老
齢
加
算
廃
止
に
関
す
る
老
齢
加
算

東
京
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
２
０
１
２

年
２
月
28
日
）
で
あ
る
。
こ
の
判
決

は
、
厚
労
大
臣
が
保
護
基
準
を
変
更

す
る
際
に
は
、「
高
度
の
専
門
技
術

的
な
考
察
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
策

判
断
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
厚

労
大
臣
に
は
「
専
門
技
術
的
な
考
察

か
つ
政
策
的
見
地
か
ら
の
裁
量
権
」

が
あ
る
と
し
た
が
、
厚
労
大
臣
の
判

断
に
「
判
断
の
過
程
及
び
手
続
に
お

け
る
過
誤
、
欠
落
の
有
無
等
の
観
点

か
ら
み
て
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用

が
あ
る
場
合
」、
憲
法
違
反
・
法
律

違
反
に
な
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
判
断
の
形
成
過
程
に
着
目

し
、
そ
の
過
程
に
問
題
が
な
い
か
を

審
査
す
る
方
法
は
「
判
断
過
程
審

査
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、裁
判
所
は
、厚
労
大
臣
が

保
護
基
準
を
変
更
す
る
際
に
、
事
実

の
調
査
を
適
切
に
行
っ
た
か
、
重
要

性
を
検
討
し
た
か
な
ど
、
保
護
基
準

を
変
更
す
る
判
断
の
過
程
に
問
題
が

無
か
っ
た
か
を
審
査
し
、
問
題
が
あ

基準引き下げは憲法違反

負担増中止へ新署名スタート
第22回理事会

通常国会、府福祉医療改悪対策など議論

生
活
保
護
裁
判
の
行
方

生
活
保
護
裁
判
の
行
方

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
４

第53回定期総会

会員と
ともに　

安
保
法
反
対
運
動
の
一
翼

新　

聞　

部

　

安
倍
政
権
が
社
会
保
障
費

削
減
政
策
を
強
め
る
な
か
、

協
会
機
関
紙
『
大
阪
歯
科
保

険
医
新
聞
』
で
は
医
療
大
改

悪
の
撤
回
を
迫
る
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
展
開
し
た
。
患
者
負

担
増
の
中
身
を
会
員
に
知
ら

せ
る
と
と
も
に
、「
口
腔
崩

壊
」
を
切
り
口
に
経
済
的
理

由
で
治
療
が
受
け
ら
れ
な
い

実
態
を
取
材
。「
ス
ト
ッ
プ

患
者
負
担
増
〜
貧
困
と
格
差

　

協
会
は
２
月
４
日
、
第
22

回
理
事
会
を
開
き
、
第
１
９

３
回
通
常
国
会
に
提
案
さ
れ

る
患
者
負
担
増
を
許
さ
な
い

新
請
願
署
名
運
動
、
２
月
府

議
会
に
諮
ら
れ
る
大
阪
府
福

祉
医
療
費
助
成
制
度
改
悪
を

阻
止
す
る
運
動
、
５
月
の
評

議
員
会
、
総
会
を
控
え
て
役

員
改
選
や
新
年
度
方
針
づ
く

り
、
予
算
案
な
ど
を
協
議

し
、
当
面
の
運
動
対
策
と
会

務
運
営
に
つ
い
て
提
案
を
承

認
し
た
。

６
月
ま
で

　

新
た
な
患
者
負
担
増
は
、

▽
70
歳
以
上
の
患
者
の
負
担

限
度
額
の
引
き
上
げ
（
高
額

療
養
費
制
度
）
▽
入
院
時
の

居
住
費
（
光
熱
水
費
）
の
負

担
増
▽
後
期
高
齢
者
の
保
険

料
軽
減
特
例
の
縮
小
・
廃
止

―
―
な
ど
で
、
２
０
１
７
年

度
予
算
関
連
項
目
と
し
て
通

常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
。
協

会
・
保
団
連
は
、
２
月
か
ら

「
今
こ
そ
ス
ト
ッ
プ
！
患
者

負
担
増
」
の
新
請
願
署
名
を

国
会
会
期
中
の
６
月
ま
で
取

り
組
む
。
新
署
名
用
紙
と
解

説
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
会
員
に

届
け
る
。
ハ
ガ
キ
署
名
入
り

の
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の

活
用
を
呼
び
か
け
て
い
く
。

　

２
月
24
日
に
開
会
す
る
大

阪
府
議
会
の
２
月
定
例
会
で

は
、
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

の
改
悪
案
が
出
さ
れ
る
。
協

会
も
参
加
す
る
「
福
祉
医
療

の
拡
充
を
求
め
る
実
行
委
員

会
」
で
は
２
月
末
ま
で
に
10

万
筆
を
目
標
に
請
願
署
名
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
協
会
会

員
に
協
力
を
呼
び
か
け
、
署

名
を
集
め
て
き
た
。
２
月
19

日
に
は
、「
大
阪
の
福
祉
医

療
、
い
ま
こ
そ
拡
充
を
！
２

・
19
府
民
大
集
会
」
を
開

く
。
医
科
・
歯
科
協
会
で
集

会
趣
旨
賛
同
ア
ピ
ー
ル
を
１

０
０
０
人
を
目
指
し
て
集
め

て
い
る
。
実
行
委
は
会
員
、

家
族
、
ス
タ
ッ
フ
に
参
加
を

呼
び
か
け
て
い
る
。

　

保
団
連
が
取
り
ま
と
め
る

２
０
１
８
年
診
療
報
酬
・
介

護
報
酬
改
定
に
向
け
た
改
善

要
求
で
は
、
社
保
研
究
部
の

見
解
を
も
と
に
協
会
の
要
望

を
取
り
ま
と
め
る
。

　

５
月
20
日
に
開
く
第
53
回

通
常
評
議
員
会
、
５
月
28
日

に
開
く
第
53
回
定
期
総
会
に

向
け
て
、
理
事
・
監
事
の
改

選
手
続
き
を
役
員
選
考
委
員

会
で
開
始
し
た
。

　

２
０
１
７
年
度
予
算
案
は

２
０
１
６
年
度
決
算
を
経
て

５
月
理
事
会
で
最
終
案
を
ま

と
め
、
評
議
員
会
、
総
会
に

提
案
す
る
。

の
中
で
」
と
の
テ
ー
マ
で
連

載
し
た
。

　

記
事
中
に
登
場
し
た
歯
科

医
療
関
係
者
や
学
校
関
係
者

の
窓
口
負
担
の
軽
減
を
求
め

る
言
葉
に
、
会
員
の
共
感
が

寄
せ
ら
れ
、
患
者
負
担
増
の

撤
回
を
求
め
る
署
名
運
動
の

大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
。

　

安
全
保
障
関
連
法
の
廃
止

を
求
め
る
声
が
大
き
な
う
ね

り
と
な
る
な
か
、
紙
面
で
も

同
法
反
対
の
論
陣
を
張
っ

た
。
２
０
１
６
年
新
春
特
集

号
で
は
、「
む
し
歯
も
戦
争

も
な
く
し
た
い　

だ
か
ら
安

保
法
に
反
対
し
ま
す
」
と
の

見
出
し
で
、
会
員
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
写
真
と
共
に
掲
載
。

平
和
を
願
う
歯
科
医
師
の
姿

を
発
信
し
た
。

　

大
阪
の
機
関
紙
コ
ン
テ
ス

ト
で
は
、「
訴
求
力
、
時
事

性
、
独
自
性
、
特
別
感
が
す

ば
ら
し
い
。
10
年
に
一
つ
あ

る
か
な
い
か
の
紙
面
企
画

だ
」
と
の
高
評
価
を
受
け

た
。
憲
法
改
定
を
め
ぐ
っ
て

は
、
自
民
党
改
憲
草
案
の
問

題
点
を
追
究
す
る
識
者
投
稿

な
ど
に
も
取
り
組
み
、
安
保

法
反
対
の
運
動
と
市
民
共
同

の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。

歯
み
が
き
で
予
防
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
／
週
刊
女
性
自
身

（
２
月
28
日
号
）

　

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
な
ど
で
む

し
歯
予
防
に
力
を
入
れ
る
横

浜
市
立
中
尾
小
学
校
で
は
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
す

る
児
童
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い

こ
と
を
紹
介
。
児
童
の
１
０

０
人
に
３
人
し
か
む
し
歯
が

な
い
と
い
う
同
校
は
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
で
の
学
級
閉
鎖

が
過
去
５
年
間
な
い
。
同
校

の
学
校
歯
科
医
・
江
口
康
久

万
氏
が
、
予
防
効
果
を
コ
メ

ン
ト
し
て
い
る
。

日
米
共
同
声
明

　

安
倍
首
相
と
ト
ラ
ン
プ

米
大
統
領
が
初
の
首
脳
会

談
を
行
い
、
共
同
声
明
は

日
本
防
衛
の
た
め
の
核
兵

器
使
用
や
、
米
国
が
行
う

地
球
規
模
で
の
戦
争
へ
の

協
力
体
制
の
推
進
、
名
護

市
辺
野
古
の
米
軍
新
基
地

建
設
な
ど
を
宣
言
し
た
。

平
和
憲
法
を
踏
み
に
じ
る

「
戦
争
す
る
国
」
づ
く
り

や
、
沖
縄
の
基
地
を
県
内

た
ら
い
回
し
に
す
る
新
基

地
建
設
な
ど
、
安
倍
政
権

の
「
米
国
第
一
」
の
姿
勢

を
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

辺
野
古
へ
の
米
軍
基
地

建
設
問
題
で
は
、「
普
天

間
基
地
の
継
続
的
な
使
用

を
回
避
す
る
唯
一
の
解
決

策
」
と
し
て
、
米
国
の
要

求
ど
お
り
基

地
建
設
の
推

進
を
確
認
し

た
。
オ
ー
ル

沖
縄
の
民
意
を
全
く
無
視

す
る
姿
勢
は
ど
こ
の
国
の

首
相
な
の
か
と
疑
う
。

　

安
倍
首
相
は
会
談
後
の

共
同
記
者
会
見
で
、
日
本

が
「
積
極
的
平
和
主
義
」

の
下
、「
よ
り
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
く
」
と

表
明
。
こ
れ
は
米
軍
が
地

球
規
模
で
行
う
戦
争
支
援

の
た
め
、
専
守
防
衛
と
は

無
関
係
な
自
衛
隊
の
海
外

派
兵
を
い
っ
そ
う
拡
大
す

る
宣
言
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
日
米
軍
事
同
盟
の
強

化
路
線
に
従
っ
て
、
す
で

に
５
兆
円
を
超
え
た
防
衛

抑
止
力
」
へ
の
日
米
政
府

の
固
執
が
あ
る
。
世
界
で

起
こ
っ
て
い
る
「
核
兵
器

の
な
い
世
界
」
へ
の
運
動

に
逆
行
す
る
大
き
な
障
害

と
な
っ
て
い
る
。

　

共
同
声
明
は
経
済
問
題

で
も
「
市
場
障
壁
の
削

共
工
事
を
押
し
付
け
ら

れ
、
深
刻
な
財
政
悪
化
を

招
い
た
。
こ
の
歴
史
を
思

い
出
す
べ
き
だ
。
２
国
間

協
議
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
で
の

譲
歩
を
前
提
に
進
め
ば
、

農
産
物
な
ど
の
貿
易
だ
け

で
な
く
、
国
民
皆
保
険
制

ン
プ
氏
の
大
統
領
令
に
対

し
、
安
倍
首
相
は
「
内
政

問
題
だ
」
と
事
実
上
、
擁

護
し
た
。
米
国
内
や
当
該

の
国
々
は
も
ち
ろ
ん
、
ド

イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の

Ｅ
Ｕ
諸
国
の
首
脳
な
ど
か

ら
も
批
判
が
相
次
い
で
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の

「
米
国
第
一
」
姿
勢
は
国

際
的
に
も
異
常
だ
。

　

軍
事
面
で
も
経
済
面
で

も
「
米
国
第
一
」
の
従
属

的
姿
勢
を
い
つ
ま
で
続
け

る
の
か
。
日
本
国
民
の
首

相
と
し
て
、
米
国
に
も
言

う
べ
き
こ
と
を
主
張
す

る
、
対
等
・
平
等
の
日
米

関
係
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

減
」
を
強
調
。
安
倍
首
相

は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
離
脱
を
表
明
し

た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
お

も
ね
り
、「
日
米
間
で
２

国
間
の
枠
組
み
に
関
し
て

議
論
を
行
う
」
こ
と
を
確

認
し
た
。
過
去
の
２
国
間

協
議
で
は
米
国
か
ら
「
内

需
拡
大
」
の
名
で
大
型
公

度
を
は
じ
め
と
す
る
国
民

生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
、
日
本
を
丸
ご
と
、
米

国
と
多
国
籍
企
業
に
売
り

渡
す
危
険
は
よ
り
深
刻
な

も
の
と
な
る
。

　

難
民
の
入
国
禁
止
や
中

東
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら

の
入
国
を
中
止
す
る
ト
ラ

費
の
こ
れ
以
上
の
増
額

や
、
戦
後
日
本
が
貫
く
平

和
主
義
を
な
し
崩
し
に
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　

共
同
声
明
が
核
使
用
も

辞
さ
な
い
方
針
を
示
し
た

こ
と
は
、
唯
一
の
戦
争
被

爆
国
と
し
て
あ
る
ま
じ
き

態
度
だ
。
根
底
に
は
「
核

対
等
・
平
等
な
関
係
め
ざ
せ

歯科歯科
拾拾拾 読読読いいい みみみ


